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一
　
近
世
の
用
語
と
用
語
法

問
　
領
分
甚
自
由
過
て
、
家
中
す
り
切
申
候
間
、
公
義
へ
申
上
、

場
處
を
替
て
築
候
て
可
然
と
申
候
も
の
御
坐
候
。
如
何
尤
見
る

處
有
る
論
に
て
候
へ
共
、 
迚 
な
ら
ぬ
論
と
存
候
。
見
る
處
あ
り

と
て
も

と
て
も
、
な
ら
ぬ
事
を
被
論
候
は
ば
、
無
益
の
事
に
候
。
唯
今

そ
の
人
へ
如
何
様
と
も
と
御
頼
候
て
も
、
地
か
へ
は
せ
ら
れ
ま

じ
く
候
。
然
ら
ば
無
用
の
事
に
て
候
。
こ
の
儀
な
き
事
に
て
は

無
御
坐
候
へ
共
、
其
段
は
別
の
議
に
て
候
。

─（
宮
村
治
雄

『
新
訂
日
本
政
治
思
想
史

─
自
由
の
観
念
を
軸
に
し
て

─
』（
放

送
大
学
教
育
振
興
会
、
二
〇
〇
五
年
）
の
一
四
七
頁
か
ら
の
再
引

用
）─

　
右
は
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
八
世
紀
前
半
に
か
け
て
生
を
受
け
、

京
都
に
生
き
た
陽
明
学
者
三
輪
執
斎
の
言
で
あ
る
。
私
の
こ
こ
で
の

最
大
の
興
味
は
、
領
主
が
「
領
分
」・「
家
中
」・「
公
義
」・「
場
處
を

替
て
築
」
と
い
う
用
語
・
概
念
を
用
い
て
、
不
利
益
処
分
の
意
味
合

い
が
強
い
「
場
處
を
替
て
築
」＝「
地
か
へ
」
を
望
む
一
方
、
こ
れ
に

対
し
て
貨
幣
経
済
の
浸
透
・
商
品
流
通
の
拡
大
と
い
っ
た
時
代
の
流

れ
に
棹
さ
し
て
、
こ
れ
を
我
物
と
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
と
い
う

一
点
に
尽
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
史
料
に
あ
る
「
公
義
」＝「
公
儀
」
に
つ
い
て
、

朝
尾
直
弘
は
、
近
世
日
本
に
お
け
る
「
公
儀
」
概
念
を
本
格
的
に
検

〔
歴
史
随
想
〕

訓
詁
学
再
考

藤
　
田
　
貞
　
一
　
郎
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討
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
、
南
北
朝
時
代
の
使
用
例
か
ら
説
き
起
し
、

戦
国
期
か
ら
織
豊
時
代
の
事
例
を
整
理
し
た
上
で
近
世
に
定
着
し
た

も
の
と
す
る
。「
江
戸
時
代
、
幕
府
を
さ
し
て
公
儀
と
呼
び
、
藩
も

ま
た
そ
の
支
配
領
域
に
お
い
て
は
公
儀
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
藩
を
公

儀
と
し
た
場
合
、
そ
れ
よ
り
上
級
の
公
儀
の
意
味
で
幕
府
を
大
公
儀

と
呼
ん
だ
」、
ま
た
「
藩
の
公
儀
が
幕
府
の
公
儀
に
全
面
的
に
没
収
・

包
摂
さ
れ
る
こ
と
な
く
存
在
し
つ
づ
け
た
事
実
へ
の
留
意
」（『
将
軍

権
力
の
創
出
』
三
一
九
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
）
の
必
要
性
な
ど

を
指
摘
し
て
い
る
。

─
な
お
、
渡
辺
浩
は
、
今
日
通
念
と
な
っ
て

い
る
年
表
風
表
現
、
慶
長
八
年
家
康
征
夷
大
将
軍
と
な
り
、
江
戸
に

幕
府
を
開
く
、
に
つ
い
て
、
前
者
は
そ
の
通
り
だ
が
後
者
は
そ
う
い

う
も
の
で
は
な
い
と
、
史
実
を
挙
げ
て
批
判
を
加
え
て
い
る
（『
東
ア

ジ
ア
の
王
権
と
思
想
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
、
一
～
五
頁
）

─
。

　
か
か
る
幕
府
に
あ
ら
ざ
る
「
公
儀
」
が
、
日
本
社
会
各
方
面
に
配

布
す
る
「
単
行
法
令
の
中
、
一
般
に
触
れ
知
ら
す
べ
き
も
の
を
「
御

触
書
」
あ
る
い
は
「
御
触
事
」
と
呼
ん
だ
」（
高
柳
眞
三
・
石
井
良
助
編

『
御
触
書
寛
保
集
成
』
の
「
解
題
」、
岩
波
書
店
、
一
九
三
四
年
）。

　
右
の
「
御
触
書
」
類
に
つ
い
て
、
受
手
で
あ
る
岡
山
領
知
池
田
家

の
寛
永
三
（
一
六
二
六
）
年
文
書
に
は
「
公
儀
御
法
度
之
旨
可
奉
守

之
事
」（『
藩
法
集
１
岡
山
藩
下
』
創
文
社
、
一
九
五
九
年
、
九
五
八
頁
）、

同
じ
く
文
化
元
（
一
八
〇
四
）
年
の
文
書
に
は
「
公
儀
触
　
百
十
七

番
之
内
」（『
藩
法
集
１
岡
山
藩
上
』
一
九
五
九
年
、
四
七
四
頁
）
と
の
記

載
が
あ
る
。

　
天
皇
な
る
権
威
に
よ
る
大
政
委
任
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
朝
尾
は

石
井
良
助
の
、
歴
史
的
に
委
任
の
事
実
は
な
い
と
す
る
法
制
史
の
観

点
か
ら
す
る
議
論
に
、
賛
意
を
示
し
て
い
る
（
前
掲
書
、
一
九
七
頁
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
制
史
に
詳
し
い
水
林
彪
も
、
こ
う
記
し
て
い
る
（「
幕

藩
体
制
に
お
け
る
公
儀
と
朝
廷
」、
朝
尾
直
弘
他
編
『
日
本
の
社
会
史
３
　

権
威
と
支
配
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
七
年
）。

幕
末
に
幕
府
の
朝
廷
に
対
す
る
「
大
政
奉
還
」
が
な
さ
れ
る
が
、

し
か
し
、
幕
初
に
、
朝
廷
か
ら
幕
府
に
「
大
政
委
任
」
が
な
さ

れ
た
と
い
う
観
念
が
存
在
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、

目
に
は
見
え
な
い
天
上
の
超
越
者
た
る
「
天
道
」
が
信
長
や
秀

吉
や
家
康
に
統
治
を
委
任
し
た
の
だ
と
い
う
観
念
が
普
遍
的
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
（
一
五
一
頁
）。

　
こ
う
し
た
委
任
さ
れ
ざ
る
地
上
の
最
高
権
力
に
、
徳
川
将
軍
家
は

「
公
儀
」
概
念
と
し
て
君
臨
す
る
に
至
る
。
自
己
の
正
当
性
を
主
張

す
る
に
際
し
て
、
決
し
て
天
皇
な
る
権
威
（
な
い
し
は
権
力
）
を
旗
指

物
と
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
関
ヶ
原
合
戦
か
ら
大
坂
の
陣
に
い
た
る
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間
、
戦
闘
集
団
の
統
領
を
演
じ
る
家
康
の
下
に
、
徳
川
公
儀
体
制
は

成
立
す
る
。

　
通
念
に
よ
る
日
本
史
記
述
で
は
、
鎌
倉
幕
府
・
室
町
幕
府
・
徳
川

（
江
戸
）
幕
府

─
幕
府
と
い
う
用
語
の
妥
当
性
如
何
に
つ
い
て
の

議
論
は
こ
こ
で
は
省
く

─
と
言
う
が
、
貨
幣
高
権
の
有
無
の
視
点

で
整
理
す
る
と
、
前
二
者
と
後
者
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
前
二
者
は
、

日
本
社
会
の
統
一
権
力
の
実
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
者

の
い
わ
ゆ
る
徳
川
幕
府
は
金
銀
銭
三
貨
の
貨
幣
高
権
を
有
し
て
居
り
、

貨
幣
シ
ス
テ
ム
の
面
か
ら
も
、
た
し
か
に
日
本
社
会
の
公
儀
な
い
し

は
大
公
儀
で
あ
っ
た
。

　
委
任
さ
れ
ざ
る
地
上
の
最
高
の
権
力
た
る
「
公
儀
」
徳
川
将
軍
家

が
、
お
し
な
べ
て
武
家
す
な
わ
ち
諸
大
名
と
旗
本
に
発
給
す
る
基
本

文
書
を
、
藤
井
譲
治
は
「
ひ
と
ま
ず
、
こ
こ
で
は
判
物
形
式
の
も
の

も
含
め
て
領
知
朱
印
状
と
呼
」
ぶ
と
し
て
い
る
（
藤
井
譲
治
『
江
戸
幕

府
領
知
判
物
・
領
知
朱
印
状
の
基
礎
的
研
究
』
平
成
一
三
年
度
～
平
成
一

五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
〇
五
年
、
五
頁
）。

こ
の
克
明
な
研
究
に
続
い
て
、
藤
井
は
『
徳
川
将
軍
家
領
知
宛
行
制

の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）
と
題
す
る
自
著
を
公
刊
し

て
い
る
。

　
本
稿
冒
頭
に
引
用
し
た
三
輪
執
斎
の
用
語
が
「
領
分
」
で
あ
る
の

は
、
藤
井
の
言
う
こ
の
「
領
知
宛
行
制
」
と
い
う
、
当
時
の
社
会
体

制
の
約
束
事
か
ら
来
て
い
る
こ
と
は
、
言
う
迄
も
な
か
ろ
う
。
従
っ

て
、「
領
国
ハ
従
公
方
様
御
預
之
事
」（
慶
安
五
（
一
六
五
二
）
年
）─

前
掲
『
藩
法
集
１
岡
山
藩
下
』
一
六
頁

─
、「
領
主
は
従
公
方
様
御

預
之
事
」（
天
和
二
（
一
六
八
二
）
年
）─
前
掲
『
藩
法
集
１
上
』
二

七
〇
頁

─
と
い
う
用
語
法
に
な
り
、「
領
国
」
で
あ
り
「
領
主
」
で

あ
り
、「
藩
」
で
も
「
藩
主
」
で
も
あ
り
得
な
い
。
蜂
須
賀
家
阿
波
領

知
の
宝
暦
一
一
（
一
七
六
一
）
年
の
文
書
（『
藩
法
集
３
徳
島
藩
』
創
文

社
、
一
九
六
二
年
、
一
二
一
頁
）
に
「
御
国
法
を
以
御
成
来
之
通
於
被

仰
付
ハ
」、
青
山
家
郡
上
領
知
の
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
の
文
書

（『
藩
法
集
５
諸
藩
』
創
文
社
、
一
九
六
四
年
、
七
四
頁
）
に
、「
在
々
よ

り
納
候
馬
飼
料
糠
藁
之
儀
、
領
法
之
通
、
年
々
急
度
皆
納
可
申
付

事
」
と
記
す
の
で
あ
り
、「
藩
法
」
な
ど
で
は
な
い
。

　
諸
大
名
は
、「
家
」
に
よ
り
編
成
さ
れ
る
「
家
中
」
を
伴
な
っ
て
、

公
儀
に
よ
り
任
地
に
領
知
を
宛
行
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
社
会

集
団
の
規
約
と
し
て
「
家
法
」
な
る
用
語
法
も
成
立
す
る
。「
先
代

浬
之
家
法
、
少
も
相
違
無
之
様
可
相
心
得
事
勿
論
候
」
延
享
四
（
一

七
四
七
）
年
、
前
田
家
金
澤
領
知
の
文
書
が
記
す
所
以
で
あ
る
（『
藩

法
集
４
金
澤
藩
』
創
文
社
、
一
九
六
三
年
、
三
〇
頁
）。

　
右
の
如
く
「
家
」
に
よ
る
編
成
原
理
の
政
治
社
会
構
造
で
あ
る
か
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ら
、
寛
政
四
（
一
七
九
二
）
年
、
池
田
家
岡
山
領
知
の
文
書
に
、「
本

家
松
平
内
蔵
頭
」
に
対
す
る
「
分
家
池
田
信
濃
守
知
行
所
備
中
国
之

内
私
領
分
」（
前
掲
『
藩
法
集
１
岡
山
藩
上
』
一
四
五
～
一
四
六
頁
）
と

の
如
く
記
述
す
る
。「
本
藩
」
で
も
「
支
藩
」
で
も
あ
り
得
な
い
。

　
要
す
る
に
「
領
主
」
は
、「
公
儀
」
よ
り
各
地
に
「
家
中
」
と
も
共

に
配
置
さ
れ
る
。
明
暦
三
（
一
六
五
七
）
年
の
、
右
掲
『
藩
法
集
』
二

六
四
～
二
六
五
頁
の
文
書
が
示
す
左
の
実
態
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
つ
上
様
の
御
本
意
御
願
ハ
何
も
無
之
、
一
天
下
之
民
一
人
も

飢
寒
候
人
無
之
、
国
富
栄
候
様
ニ
と
の
御
願
之
外
ハ
無
他
事
候
、

然
共
御
一
人
ニ
て
は
不
成
故
に
国
々
を
御
預
ケ
、
又
は
小
給
人

も
其
通
に
候
（
中
略
）
一
国
之
民
飢
寒
亡
所
ニ
成
様
ニ
仕
置
候

ハ
ヽ
、
上
様
よ
り
御
改
易
被
仰
付
候
は
て
は
不
叶
事
ニ
候

　
同
じ
く
明
暦
三
年
の
別
文
書
（
二
六
五
頁
）
は
、「
何
か
た
の
田
も

公
儀
の
に
て
候
得
は
、
私
と
し
て
身
勝
ニ
可
仕
様
無
之
候
」
と
、
記

し
て
い
る
。

　
諸
大
名
領
主
と
「
家
中
」
と
の
関
係
を
示
す
文
書
が
、
一
般
に
分

限
帳
で
あ
る
。
大
名
の
家
臣
名
簿
で
あ
る
。
家
臣
の
地
位
を
失
う
こ

と
は
、
名
簿
か
ら
削
ら
れ
る
こ
と
、
な
い
し
は
自
ら
放
棄
す
る
こ
と

に
表
現
さ
れ
る
。
後
者
を
「
亡
命
」
と
い
う

─
こ
れ
が
「
亡
命
」

の
原
義

─
。
い
う
所
の
脱
藩
で
は
あ
り
得
な
い
。
文
久
三
（
一
八

六
三
）
年
の
史
料
が
あ
る
。「
諸
家
々
来
之
内
ニ
て
、
亡
命
等
致
、
万

一
浪
人
等
ニ
相
成
居
候
者
、
探
索
之
上
引
戻
方
之
儀
」
に
つ
き
「
公

儀
御
触
達
有
之
候
」（
家
近
良
樹
編
『
稽
徴
録
　
京
都
守
護
職
時
代
の
会

津
藩
史
料
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
九
年
、
五
二
頁
）。

　「
家
中
」
の
も
の
は
領
主
と
と
も
に
任
地
に
赴
く
の
で
あ
る
か
ら
、

分
限
帳
の
記
載
か
ら
省
か
れ
る
事
態
が
生
ず
る
と
、
そ
の
任
地
で
の

居
住
権
を
、
原
則
と
し
て
失
う
。
蜂
須
賀
家
徳
島
領
知
、
寛
政
一
二

（
一
八
〇
〇
）
年
の
史
料
に
、
興
味
深
い
一
文
が
あ
る
（
前
掲
『
藩
法
集

３
徳
島
藩
』
七
六
頁
）。

一
惣
て
御
暇
被
遣
候
面
々
故
有
て
住
居
之
義
御
免
被
仰
付
候
は
格

別
、
右
様
之
事
こ
れ
な
く
し
て
ハ
御
国
中
住
居
は
仕
間
敷
事
ニ

候
処
、
自
然
御
掟
も
ゆ
る
ミ
、
上
下
共
心
得
違
候
哉
、
御
暇
被

遣
候
類
御
国
中
ニ
罷
在
候
者
も
相
聞
、
如
何
之
事
ニ
候

　
享
和
三
（
一
八
〇
三
）
年
に
も
、
同
領
知
で
は
、「
御
暇
人
」
に
つ

い
て
、「
即
日
御
国
内
立
退
候
旨
、
親
類
共
よ
り
御
目
付
之
面
々
え

可
申
出
事
」（
前
掲
書
、
八
三
頁
）
の
文
言
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
青
山
家
郡
上
領
知
、
文
化
七
（
一
八
一
〇
）
年
の
「
條
々
」
中
に

「
領
内
ニ
浪
人
住
居
之
儀
、
弥
可
為
停
止
、
但
、
家
中
え
近
き
由
緒
有

之
、
妻
子
を
帯
し
慥
成
者
は
、
可
差
置
候
」（
前
掲
『
藩
法
集
５
諸
藩
』

七
一
頁
）
と
す
る
一
文
が
あ
る
。
同
じ
原
則
に
従
う
も
の
と
解
し
て
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お
く
。

　「
公
儀
」
か
ら
「
領
知
」
を
宛
行
わ
れ
て
任
地
に
赴
く

─「
改
易
」

も
可
能
性
と
し
て
あ
る

─「
領
主
」
な
ら
び
に
「
家
中
」
す
な
わ
ち

諸
々
の
「
家
」
か
ら
編
成
さ
れ
る
家
臣
団
と
異
な
り
、
地
付
き
を
本

来
の
在
り
方
と
す
る
の
が
百
姓

─
そ
の
多
く
は
農
民

─
で
あ
る
。

こ
の
「
一
天
下
之
民
一
人
も
飢
寒
候
人
無
之
、
国
富
栄
候
」
よ
う
に

と
勤
め
る
の
が
領
主
・
家
臣
団
の
任
務
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
文
政
元

（
一
八
一
八
）
年
の
「
今
般
御
国
民
成
立
之
儀
、
格
別
被
仰
付
被
思
召

候
て
、
彼
是
御
役
人
等
御
指
図
被
仰
付
候
」（
前
掲
『
藩
法
集
４
金
澤

藩
』
五
六
頁
）
と
す
る
表
現
も
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
領
知
の

天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
の
文
書
に
も
「
御
国
民
御
取
扱
方
等
莫
大

之
義
ニ
て
、
当
年
御
運
方
如
何
共
被
成
方
無
之
、
最
早
御
公
務
も
相

缼
候
程
之
御
場
合
ニ
至
り
候
」（
右
同
書
、
三
〇
二
頁
）
と
記
す
。
近

年
研
究
史
で
は
「
御
救
」
概
念
の
究
明
に
乗
り
出
し
た
深
谷
克
己
に

よ
り
「
百
姓
成
立
」
と
い
う
用
語
が
一
般
化
し
て
い
る
。
こ
れ
は
こ

れ
で
重
要
な
研
究
方
向
と
私
も
思
う
が
、「
御
国
民
成
立
」
と
す
る

用
語
が
、
当
時
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

「
領
国
」
に
地
付
き
の
も
の
が
「
国
民
」
な
の
だ
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
嘉
永
五
（
一
八
五
二
）
年
、
大
河
内
松
平
家
吉
田

領
知
の
史
料
に
は
「
国
家
ハ
君
と
臣
と
之
相
持
物
ニ
候
」（
前
掲
『
藩

法
集
５
諸
藩
』
四
六
頁
）
と
の
表
現
が
あ
り
、
地
付
き
の
「
国
民
」
を

除
く
「
君
と
臣
」
に
よ
る
「
国
家
」
観
を
窺
わ
せ
る
。
後
に
、
大
日

本
帝
国
憲
法
の
用
語
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
が
、
近
世
の
用
語
法

に
あ
っ
て
は
、「
臣
」
と
「
民
」
は
、
用
語
も
概
念
も
こ
れ
を
異
に
し

て
い
る
（
坂
本
慎
一
『
渋
沢
栄
一
の
経
世
済
民
思
想
』
日
本
経
済
評
論
社
、

二
〇
〇
二
年
、
四
六
頁
）。
坂
本
の
指
摘
は
示
唆
に
富
み
、
明
治
日
本

社
会
が
「
臣
民
」
と
い
う
用
語
を
採
用
し
た
理
由
を
推
測
さ
せ
る
。

何
故
な
ら
、
後
期
水
戸
学
の
影
響
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
一
九
世
紀

前
半
の
日
本
社
会
で
は
、「
国
民
」
と
は
「
領
国
」
に
地
付
き
の
百
姓

を
指
し
、「
国
家
」
は
大
名
領
主
家
の
「
君
と
臣
」
と
の
「
持
物
」
と

い
う
観
念
が
、
い
ま
だ
な
お
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
、
私
は
思
う
。

　
従
っ
て
、「
公
儀
」
か
ら
「
領
知
」
を
宛
行
わ
れ
て
任
地
に
赴
く

「
領
主
」
な
ら
び
に
「
家
中
」
は
、
そ
の
政
治
・
行
政
単
位
の
駐
屯
地

に
居
を
定
め
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
三
輪
執
斎
の
表
現
「
場
處
を
替

て
築
」
は
、
こ
の
実
態
を
伝
え
て
余
す
所
が
な
い
。
巷
間
、
常
識
で

あ
る
か
の
如
く
使
用
さ
れ
る
「
城
下
町
を
開
く
」
は
、
史
実
を
無
視

す
る
、
後
世
の
造
語
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

　
松
本
豊
寿
『
城
下
町
の
歴
史
地
理
学
的
研
究
　
増
訂
版
』（
吉
川
弘

文
館
、
一
九
七
一
年
）
は
、
こ
の
分
野
の
古
典
で
あ
る
と
、
私
は
考
え

て
い
る
が
、
そ
こ
で
、
松
本
は
こ
う
記
し
て
い
る
。「
十
七
世
紀
中
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期
の
幕
藩
体
制
創
立
期
に
、
城
下
町
の
全
国
的
な
形
成
と
成
立
が
確

定
さ
れ
て
い
る
」（
三
一
頁
）。
烏
山
を
事
例
に
、「
城
郭
が
戦
国
期
に

通
例
的
で
あ
っ
た
山
城
形
式
を
と
っ
て
い
る
が
そ
の
た
め
に
領
主
居

館
と
家
中
屋
敷
未
分
離
現
象
、
す
な
わ
ち
山
麓
の
領
主
居
館
を
核
と

す
る
武
家
屋
敷
の
団
塊
的
所
在
、
い
わ
ゆ
る
「
根
子
屋
」
式
屋
敷
群

の
形
成
」（
二
三
五
頁
）、「
こ
う
し
た
領
主
居
館
と
侍
屋
敷
の
共
生
現

象
こ
そ
、
す
で
に
み
た
〈
内
山
下
〉
様
式
を
構
成
す
る
基
本
的
契
機
」

（
二
三
六
頁
）、「
城
郭
内
の
侍
屋
敷
は
西
日
本
で
は
一
般
に
「 
内  
山 
う
ち
 さ
ん

 
下 
」
と
呼
ば
れ
て
」（
二
五
九
頁
）、「
内
山
下
の
近
世
化
、
即
ち
侍
町

げの
一
部
と
し
て
の
街
区
内
山
下
に
そ
れ
自
身
を
転
化
し
て
こ
そ
、
近

世
を
通
じ
て
「
内
山
下
」
は
は
じ
め
て
存
続
し
う
る
条
件
を
と
と
の

え
る
」（
二
六
八
頁
）、「「
山
下
」
は
「
城
下
」
と
同
義
語
で
あ
る
」（
二

七
七
頁
）、「
城
下
町
は
つ
ぎ
の
二
つ
の
内
容
が
最
も
重
要
で
あ
る
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
き
わ
め
て
極
端
な
身
分
階
級
制
都

市
で
あ
り
、
第
二
に
は
代
表
的
な
特
権
都
市
と
い
う
事
実
で
あ
る
」

（
三
一
〇
頁
）。

　
右
の
、
松
本
に
二
つ
の
重
要
な
内
容
と
解
さ
せ
た
歴
史
事
実
こ
そ
、

こ
の
場
所
が
、
家
臣
団
と
と
も
に
、
戦
闘
集
団
性
を
基
盤
と
す
る
、

土
地
人
民
支
配
の
官
僚
群
と
し
て
、
公
儀
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
大
名

領
主
群
の
駐
屯
地
で
あ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
松
本
は
研
究
史
に

従
い
「
城
下
町
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
私
の
気
付
い

た
限
り
「
城
下
町
を
開
く
」
と
い
う
類
の
表
現
は
、
存
在
し
な
い
よ

う
に
思
う
。

　
蜂
須
賀
家
徳
島
領
知
の
史
料
（
前
掲
『
藩
法
集
３
徳
島
藩
』）
に
は
、

「
山
下
」
と
い
う
用
語
が
頻
出
す
る

─
な
お
七
六
六
頁
に
は
「
御

山
下
タ
」
と
の
表
記
が
あ
り
「
ヤ
マ
シ
タ
」
と
発
音
し
て
い
た
こ
と

を
窺
わ
せ
る

─
。
例
え
ば
「
御
山
下
火
事
之
節
」（
天
和
三
（
一
六

八
三
）
年
、
一
五
頁
）、「
御
山
下
端
鐡
炮
打
候
義
」（
宝
暦
五
（
一
七
五

五
）
年
、
四
一
頁
）、「
於
御
山
下
端
踊
装
束
仕
」（
安
永
八
（
一
七
七
九
）

年
、
四
九
頁
）、「
於
御
山
下
往
来
く
わ
へ
煙
筒
仕
義
」（
天
明
五
（
一
七

八
五
）
年
、
五
一
頁
）、「
御
山
下
頭
巾
・
覆
面
等
之
義
指
留
」（
寛
政
六

（
一
七
九
四
）
年
、
六
四
頁
）、「
御
山
下
諸
屋
敷
往
還
道
筋
」（
文
化
一

〇
（
一
八
一
三
）
年
、
九
七
頁
）、「
御
山
下
郷
町
共
往
来
く
わ
へ
煙
管

仕
義
」（
文
政
九
（
一
八
二
六
）
年
、
一
〇
六
頁
）、「
御
山
下
・
郷
中
共

大
躰
住
宅
之
分
」（
文
化
三
年
、
四
七
五
頁
）、「
御
山
下
境
左
之
通
」

（
宝
暦
九
年
、
七
二
一
頁
）、「
御
山
下
之
寺
社
・
侍
屋
敷
迄
」（
元
禄
九

（
一
六
九
六
）
年
、
八
一
九
頁
）
な
ど
と
す
る
用
語
法
が
通
例
で
あ
り
、

「
城
下
町
」
と
い
う
表
現
は
見
出
し
得
な
い
。
な
お
、「
御
城
下
郷
町

之
義
、
先
年
一
統
ニ
市
中
え
御
付
被
成
、
町
御
奉
行
支
配
被
仰
付
候
、

雖
然
、
此
度
以
前
之
通
郷
町
ニ
被
仰
付
候
條
、
向
後
御
国
奉
行
處
支
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配
可
致
候
」（
元
禄
一
〇
年
、
一
八
九
頁
）
と
い
う
「
覚
」
も
あ
る
こ
と

か
ら
、
通
念
が
描
く
一
体
と
し
て
の
居
住
空
間
で
あ
る
「
城
下
町
」

は
、
観
念
と
し
て
も
用
語
法
と
し
て
も
定
着
し
て
い
な
い
と
思
う
。

こ
の
「
覚
」
に
あ
る
「
市
中
」
が
、
今
日
通
念
と
な
っ
て
い
る
「
城

下
町
」
に
、
最
も
近
い
と
思
え
る
が
、
私
の
依
拠
し
た
史
料
集
で
は

「
山
下
」
が
基
本
用
語
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
徳
川
政
治
体
制
は
「
御
料
」・「
領
知
」・「
国
家
」
体

制
＝
御
料
領
知
国
家
体
制
と
、
一
先
ず
言
う
の
が
、
当
時
の
用
語
と

用
語
法
に
則
し
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
。
一
先
ず
と
限
定
語
を
付

し
た
の
は
「
御
料
」
の
研
究
を
怠
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
今
後
の
精
進
の
課
題
と
し
た
い
。
領
知
国
家
を
ば
縮
め
て
、

領
国
と
し
た
い
。
こ
れ
は
決
し
て
恣
意
に
従
う
造
語
で
は
な
い
。
一

例
だ
け
挙
げ
る
。
宝
暦
五
（
一
七
五
五
）
年
、
金
澤
領
知
の
「
覚
書
」

に
は
「
御
領
国
之
内
銀
札
遣
被
仰
付
候
」（
前
掲
『
藩
法
集
４
金
澤
藩
』、

三
九
八
頁
）
と
あ
る
。

　
か
か
る
体
制
の
中
か
ら
、
冒
頭
に
引
用
し
た
三
輪
執
斎
の
言
う
所

と
は
異
な
り
、
貨
幣
経
済
の
浸
透
・
商
品
流
通
の
拡
大
と
い
っ
た
時

代
の
流
れ
に
棹
さ
し
て
、
政
治
・
行
政
単
位
と
し
て
の
領
知
か
ら
、

こ
れ
を
一
個
の
経
済
単
位
と
し
て
把
握
し
、
長
期
的
視
点
に
立
つ
領

国
経
営
に
乗
り
出
す
、
領
主
権
力
の
動
き
が
出
て
来
る
。
こ
れ
を
、

創
唱
者
安
岡
重
明
は
「
領
国
経
済
の
自
立
化
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
創

唱
に
刺
激
を
受
け
、
そ
の
政
策
思
想
の
用
語
・
概
念
を
実
証
に
基
き

解
明
す
べ
く
乗
り
出
し
た
の
が
、
私
の
『
近
世
経
済
思
想
の
研
究

─「
国
益
」
思
想
と
幕
藩
体
制

─
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六

年
）・『
国
益
思
想
の
系
譜
と
展
開

─
徳
川
期
か
ら
明
治
期
へ
の
歩

み

─
』（
清
文
堂
出
版
、
一
九
九
八
年
）
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
注
目
す
べ
き
歴
史
現
象
の
出
現
に
、
家
綱
・
綱
吉
政

権
期
を
分
水
嶺
と
す
る
大
名
領
国
に
対
す
る
改
易
・
移
封
・
転
封
の

激
減
と
い
う
制
度
条
件
が
あ
る
こ
と
は
、
看
過
で
き
な
い
。

　
か
か
る
制
度
環
境
の
中
に
、「
国
益
」
思
想
は
登
場
・
普
及
・
展

開
す
る
。
林
子
平
の
明
和
二
（
一
七
六
五
）
年
・
天
明
元
（
一
七
八

一
）
年
、
同
五
年
の
三
度
に
わ
た
る
仙
台
領
主
に
対
す
る
上
書
を
見

れ
ば
、
こ
れ
迄
の
領
国
経
済
の
中
央
市
場
依
存
策
を
断
ち
切
り
、
国

産
物
自
給
自
足
を
進
め
よ
う
と
の
主
張
は
明
確
で
あ
る
。
こ
の
政
策

成
功
の
暁
に
は
「
此
数
々
の
産
物
又
は
細
工
物
な
ど
を
楮
幣
を
以
て

残
ら
ず
御
買
上
成
置
か
れ
、
さ
て
仙
台
屋
と
申
候
大
店
を
江
戸
の
眞

中
に
建
候
て
、
御
国
産
の
品
々
を
一
粒
残
さ
ず
右
の
仙
台
屋
に
売
弘

め
さ
せ
」
た
い
と
し
た
上
で
、
こ
れ
が
「
楮
幣
と
御
国
産
と
仕
手
脇

と
相
成
候
て
、
御
国
益
を
仕
る
べ
き
存
寄
の
大
略
に
て
御
座
候
」
と

主
張
し
て
い
る
。
紙
幅
が
残
り
少
な
い
の
で
、
こ
れ
以
外
の
具
体
的
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史
実
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
二
つ
の
拙
著
を
参
照
賜
り
得
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。
な
お
、「
国
家
」
は
「
君
と
臣
」
と
の
「
持
物
」
と
い
う

観
念
を
越
え
る
射
程
距
離
を
有
す
る
文
献
に
、
立
花
家
柳
河
領
知
の

『
御
国
家
損
益
本
論
』
と
『
国
家
勘
定
録
』
が
好
例
と
し
て
あ
る
こ
と

だ
け
を
、
こ
こ
に
記
し
て
置
く
。
な
お
、
山
崎
善
弘
「
寛
政
改
革
と

地
域
支
配
構
造
の
転
換
─
惣
代
庄
屋
か
ら
「
取
締
役
」
へ
の
政
治
的

転
化
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
歴
史
評
論
』
六
一
七
号
、
二
〇
〇
一
年
）

が
、
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
公
儀
御
料
と
幾
つ
か
の
私
領
に
お

け
る
一
八
世
紀
末
葉
以
来
の
「
御
救
」
政
策
の
展
開
過
程
と
そ
の
意

義
は
合
わ
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
徳
川
将
軍
家
の
「
公
儀
」
は
、
そ
の
政
治
体
制
下
に
於
て
、
二
種

類
の
社
会
構
成
単
位
と
の
間
の
関
係
整
備
が
、
必
然
的
課
題
と
し
て

与
え
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
全
国
各
地
に
土
地
人
民
支
配
の
た
め
の

要
員
と
し
て
派
遣
す
る
、
配
下
の
諸
大
名
領
主
群
と
の
間
の
「
大
公

儀
」
と
し
て
の
関
係
整
備
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、「
禁
裏
」・「
仙
洞
」
と

の
間
の
関
係
整
備
。
徳
川
将
軍
権
力
が
与
え
ら
れ
た
、
こ
の
二
つ
の

課
題
を
ば
、
前
者
を
主
要
矛
盾
、
後
者
を
従
属
矛
盾
と
、
私
は
整
理

し
た
い
。

　
こ
の
二
つ
の
矛
盾
を
背
負
う
徳
川
「
公
儀
」
に
、
一
八
世
紀
後
半

以
降
、
言
う
所
の
「
内
憂
外
患
」
が
襲
い
か
か
る
。
こ
こ
で
日
本
社

会
の
歩
み
を
大
観
す
る
に
際
し
肝
要
な
視
点
そ
れ
は
、
我
々
は
、
こ

の
事
態
を
ロ
シ
ア
帝
国
の
東
漸
と
か
欧
米
列
強
の
圧
迫
と
か
紅
毛
碧

眼
の
夷
狄
へ
の
対
抗
と
か
に
の
み
目
を
奪
わ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
欧
洲
に
始
ま
る
国
民
国
家
（nation

       

state

     
）
創
出
の
人
類
史
の
動
き
に
、
は
る
か
遅
れ
て
展
開
す
る
東
ア

ジ
ア
世
界
の
枠
組
み
へ
の
留
意
が
不
可
欠
。
す
な
わ
ち
、
中
国
社
会

に
成
立
す
る
権
力
を
中
心
と
な
す
国
際
秩
序
、
中
華
帝
国
の
存
在
、

そ
れ
に
由
来
す
る
社
会
認
識
が
連
綿
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う

事
実
を
、
理
解
し
て
置
く
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　
と
も
あ
れ
、
政
治
・
経
済
両
面
に
お
け
る
統
制
力
が
弱
化
す
る
徳

川
公
儀
は
「
内
憂
外
患
」
の
処
理
に
困
り
果
て
、
従
属
矛
盾
の
相
手

の
軍
門
に
下
る
と
い
う
事
実
経
過
に
つ
い
て
は
、
私
如
き
が
贅
言
を

加
え
る
必
要
は
あ
る
ま
い
。
公
儀
は
、
委
任
さ
れ
ざ
る
地
上
最
高
の

権
力
の
終
焉
を
ば
「
大
政
奉
還
」─
こ
れ
が
今
日
に
至
る
歴
史
観

と
そ
の
物
語
の
役
者
、「
天
皇
」・「
幕
府
」・「
藩
」
が
演
ず
る
舞
台
装

置
と
成
る
こ
と
は
明
ら
か

─
と
い
う
儀
式
で
形
式
を
整
え
た
と
い

う
周
知
の
史
実
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。
こ
の
結
果
に
至
る
経
過

に
つ
い
て
は
、
後
年
の
明
治
天
皇
に
続
く
、
京
都
所
在
の
禁
裡
・
仙

洞
に
よ
る
復
権
へ
の
努
力
も
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
奥
羽
列
藩

同
盟
が
輪
王
寺
宮
を
頂
き
、
こ
れ
を
東
武
天
皇
と
し
、
大
政
元
年
と
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改
元
し
た
史
実
は
、
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
決
し
て
看
過
し
て
は
な

ら
な
い
。
日
本
社
会
の
集
団
意
識
と
し
て
、
神
道
な
る
宗
教
観
と
天

皇
観
が
果
す
役
割
の
重
要
性
に
思
い
至
ら
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　
近
代
の
用
語
と
用
語
法

　
近
代
日
本
社
会
の
天
皇
制
は
、
そ
れ
迄
例
を
見
ぬ
、
一
世
一
元
制

で
も
っ
て
、
新
た
に
発
足
す
る
。
天
皇
な
る
用
語
は
中
国
社
会
の
思

想
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
迄
も
な
い
。「
ス
メ
ミ

マ
ノ
ミ
コ
ト
」
と
か
「
ス
メ
ラ
ミ
コ
ト
」
と
か
い
う
原
日
本
語
を
表

現
す
べ
く
、
文
字
を
有
さ
ぬ
当
時
の
日
本
社
会
が
こ
れ
を
採
用
し
た

こ
と
に
由
来
す
る
。
明
治
近
代
に
至
る
迄
の
「
天
皇
」
な
る
用
語
が

辿
っ
た
幾
変
遷
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
に
関
す
る
先
学
の
綿
密
な
研
究

に
譲
り
、
こ
こ
で
は
本
節
の
表
題
に
従
っ
た
論
点
に
限
定
す
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
山
口
修
「「
天
皇
」
称
五
十
年
」（『
日
本
歴
史
』

四
五
二
号
、
一
九
八
六
年
）
と
同
「「
天
皇
」
称
の
系
譜
」（『
佛
教
大
学

総
合
研
究
所
紀
要
』
第
二
号
別
冊
、
一
九
九
五
年
）
が
、
極
め
て
重
要
か

つ
貴
重
な
必
読
文
献
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）

年
に
批
准
さ
れ
る
日
清
修
好
条
規

─「
条
規
」
で
あ
り
「
条
約
」
に

あ
ら
ず
の
意
味
に
つ
い
て
は
閻
立
の
研
究
が
あ
る
。
な
お
、
武
田
清

子
『
天
皇
制
思
想
と
教
育
』（
明
治
図
書
出
版
、
一
九
六
四
年
）
は
貴
重

な
研
究
で
あ
る
が
、
山
口
論
文
が
明
示
す
る
天
皇
称
号
と
皇
帝
称
号

と
の
相
剋
の
視
座
が
欠
如
し
て
い
る

─
が
対
外
的
に
は
天
皇
で
は

な
く
皇
帝
と
称
す
る
こ
と
で
決
着
、
こ
の
天
皇
と
皇
帝
称
号
の
国
の

内
外
に
お
け
る
使
い
分
け
は
、
時
の
満
洲
国
皇
帝
日
本
訪
問
ま
で
続

い
た
と
い
う
史
実
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
明
治
日
本
が
、
久
し
き
に

わ
た
る
中
華
帝
国
を
中
心
と
す
る
国
際
秩
序
観
の
中
に
身
を
置
き
、

皇
帝
よ
り
一
段
尊
貴
の
意
味
を
有
す
る
称
号
を
冠
し
た
人
物
を
カ
リ

ス
マ
と
し
て
、
権
力
保
持
者
指
導
の
も
と
行
動
し
続
け
た
事
実
は
、

史
実
を
虚
心
坦
懐
に
振
り
返
れ
ば
一
目
瞭
然
。
先
ず
、
明
治
三
年
の

対
朝
鮮
政
策
第
三
箇
条
伺
の
一
節
「
皇
国
支
那
と
比
肩
同
等
の
格
に

相
定
り
候
上
は
、
朝
鮮
は
無
論
に
一
等
を
下
し
候
礼
典
を
用
候
」
を

挙
げ
て
置
く
。
常
識
で
あ
る
か
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
「
欧
米
に
追
い

付
け
・
追
い
越
せ
の
精
神
で
、
近
代
日
本
の
歴
史
は
展
開
す
る
」
は
、

事
の
一
面
し
か
見
な
い
、
時
と
し
て
誤
認
を
も
生
み
出
す
通
念
で
あ

る
。
東
ア
ジ
ア
世
界
の
国
際
秩
序
に
、
明
治
日
本
が
如
何
に
自
ら
を

位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
か
の
視
点
が
、
抜
け
落
ち
て
い
る
。

　
国
際
関
係
上
は
認
証
さ
れ
ざ
る
「
天
皇
」
称
号
の
国
際
社
会
へ
の

進
出
史
が
、
明
治
以
後
の
近
代
日
本
史
の
一
面
と
し
て
記
録
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
、
我
々
日
本
社
会
に
生
き
る
も
の
は
理
解
す
る
必
要
が

あ
る
。「
大
日
本
帝
国
憲
法
」
は
「
第
一
章
　
天
皇
」・「
第
二
章
　
臣
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民
権
利
義
務
」
を
条
文
と
し
て
備
え
、
こ
こ
に
「
天
皇
」
と
「
臣
民
」

は
、
取
敢
え
ず
内
向
の
漢
字
に
よ
る
共
通
用
語
・
概
念
と
し
て
確
定

す
る

─
こ
の
用
語
・
概
念
の
採
用
の
前
提
条
件
と
し
て
、
近
世
の

「
領
国
」
と
「
国
民
」
用
語
・
概
念
の
存
在
を
無
視
す
べ
き
で
な
い
点

は
先
述
し
た
所
で
あ
る

─
。

　
日
清
戦
争
・
日
露
戦
争
・
対
独
戦
の
形
式
を
取
る
今
日
言
う
所
の

第
一
次
世
界
大
戦
の
宣
戦
布
告
は
い
ず
れ
も
「
皇
帝
」
称
号
の
下
に
、

こ
れ
を
行
な
い
、「
大
東
亞
戦
争
」
に
至
っ
て
初
め
て
「
天
皇
」
称
号

の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
日
韓
併
合
も
ま
た
「
皇
帝
」

称
号
の
も
と
、
国
際
上
の
約
束
に
従
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
史
実
で
理
解
し
て
置
く
べ
き
こ
と
、
そ
れ
は
日
清
戦
争
で
、

そ
の
称
号
の
使
用
法
を
巡
っ
て
争
っ
た
日
本
の
「
皇
帝
」
が
、
清
国

の
「
皇
帝
」
を
打
倒
し
た
事
実
が
残
っ
た
こ
と
。
日
韓
併
合
は
本
来

同
格
の
「
韓
国
皇
帝
陛
下
」
を
、
未
だ
国
内
法
の
称
号
で
あ
る
「
天

皇
」
の
下
位
に
立
つ
「
李
王
家
」
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
日
清
戦
争
と
日
韓
併
合
は
、
国
内
称
号
に
過
ぎ
ぬ
天
皇

称
号
の
対
外
進
出
へ
の
動
き
と
そ
の
発
端
と
理
解
す
る
歴
史
感
覚
が

必
要
で
あ
る
。

　
宣
戦
布
告
を
伴
う
「
戦
争
」
と
、
こ
れ
を
伴
わ
ぬ
「
事
変
」
を
、

近
代
日
本
社
会
は
次
々
と
重
ね
つ
つ
、
昭
和
二
〇
年
八
月
一
五
日
の
、

言
う
所
の
「
終
戦
」
す
な
わ
ち
敗
戦
を
迎
え
る
。
主
た
る
戦
場
は
ア

ジ
ア
と
り
わ
け
東
ア
ジ
ア
で
あ
っ
た
が
、「
日
清
戦
争
」
で
「
清
国
皇

帝
」
に
「
宣
戦
」
を
布
告
し
た
一
例
を
除
き
、
そ
こ
に
所
在
す
る
一

切
の
政
治
・
行
政
権
力
機
構
を
、
対
等
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。「
戦
争
」
と
「
事
変
」
を
峻
別
す
る
必
要
性
を
納
得

さ
せ
る
大
江
志
乃
夫
『
日
本
の
参
謀
本
部
』（
中
公
新
書
、
一
九
八
五

年
）
の
一
節
（
一
七
三
頁
）
を
引
用
す
る
。「
日
中
全
面
戦
争
へ
の
拡

大
で
宣
戦
を
布
告
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
っ
た
。
中
立
国
か
ら

の
軍
需
資
材
の
輸
入
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
陸
軍
も
海
軍

も
宣
戦
布
告
に
反
対
し
た
。」

　
戦
争
は
経
費
を
要
す
る
。
従
っ
て
「
戦
争
」
に
際
し
て
、
臨
時
軍

事
費
特
別
会
計
を
設
置
す
る
の
が
、
日
清
戦
争
以
来
の
恒
例
で
あ
る
。

こ
の
慣
例
を
破
っ
て
い
る
の
が
「
支
那
事
変
」、
昭
和
一
二
（
一
九
三

七
）
年
七
月
七
日
の
軍
事
衝
突
後
、
早
く
も
同
年
九
月
、
臨
時
軍
事

費
特
別
会
計
を
設
置
し
て
い
る
。
今
日
、
近
代
史
記
述
に
際
し
て

「
十
五
年
戦
争
」
あ
る
い
は
「
日
中
戦
争
」
あ
る
い
は
「
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
戦
争
」
な
る
用
語
が
頻
用
さ
れ
る
。
そ
の
意
図
を
私
は
理
解
し

賛
同
す
る
面
も
有
す
る
が
、「
戦
争
」
と
「
事
変
」
の
用
語
の
相
異
に

つ
い
て
は
、
歴
史
研
究
者
は
、
史
料
処
理
の
基
本
原
則
に
立
ち
戻
る

必
要
が
あ
る
。
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三
　
訓
詁
学
再
考

　
訓
詁
と
は
本
来
、
字
句
の
意
味
の
解
釈
を
疎
か
に
し
な
い
、
立
派

な
知
性
の
方
法
論
で
あ
る
。T

extkritik

 
          
は
原
典
批
判
学
と
訳
さ
れ

て
い
る
が
、
同
じ
知
性
の
方
法
論
で
あ
ろ
う
。

　
白
川
静
は
記
す
。

漢
字
ほ
ど
こ
と
ば
を
具
体
的
に
、
全
的
に
表
現
し
て
い
る
も
の

は
な
い
。
そ
れ
は
一
語
を
一
字
に
か
き
し
る
し
、
一
字
の
う
ち

に
形
と
音
と
意
味
と
を
そ
な
え
た
、
完
全
な
文
字
で
あ
る
。
そ

れ
は
こ
と
ば
と
と
も
に
あ
る
文
字
で
あ
り
、
文
字
言
語
で
あ
る
。

こ
と
ば
は
、
単
な
る
音
の
連
鎖
で
は
な
い
。
音
は
概
念
の
媒
介

者
に
す
ぎ
な
い
。
文
字
は
そ
れ
に
形
を
与
え
、
内
容
を
固
定
し
、

概
念
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。（『
漢
字
の
世
界
１
　
中
国

文
化
の
原
点
』
平
凡
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
二
頁
）

　
著
名
な
歴
史
小
説
家
連
、
さ
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

は
と
も
あ
れ
、
原
史
料
と
史
実
を
知
悉
す
る
歴
史
研
究
者
は
分
業
社

会
に
生
き
る
一
員
と
し
て
、
史
料
の
用
語
と
用
語
法
の
原
点
に
立

戻
っ
て
、
近
世
・
近
代
史
を
整
理
・
叙
述
し
、
広
く
社
会
一
般
の

人
々
に
、
こ
れ
を
提
供
す
る
責
務
が
あ
る
と
、
私
は
思
っ
て
い
る
。

イ
タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
一
人
の
人
間
の
鶴
の
一
声
で
し

か
方
向
転
換
を
図
り
得
な
か
っ
た
日
本
社
会
の
集
団
意
識
の
来
し
方

行
末
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
、
来
し
方
を
解
明
す
る
糸
口
が
、
こ
こ

に
あ
る
。

（
ふ
じ
た
　
て
い
い
ち
ろ
う
・
同
志
社
大
学
名
誉
教
授
）


